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80万円

口座開設者が18歳に達するまでは、

非課税保有の継続が可能

最大400万円

2023年まで

上場株式・投資信託等

17歳以下

ジュニアNISA

120万円

5年間（最長2027年末まで）

最大600万円

2023年まで

上場株式・投資信託等

18歳以上

一般NISA

令和5（2023）年度税制改正大綱において、2024年以降のNISA（少額投資非課税制度）の抜本的拡充・

恒久化の方針が示されました。

令和5年度税制改正の大綱によると、つみたてNISAは2023年末に終了し、2024年から新しいNISAが始まります。

〈つみたてNISAについて〉●非課税での運用期間は20年です。非課税期間中に途中売却することもできます。なお、ロールオーバー(非課税期間満了時に翌年分の新たな非課税投資枠へ時価

で移管)はできません。●つみたてNISAのご利用にあたっては、利用開始日から10年経過後およびその後5年毎に、住所等の確認が必要となります。

〈一般NISAとの選択利用について〉●つみたてNISAと一般NISAは選択して新規に投資を行なうこととなっており、併用できません。ある年について､一般NISAを選択して新規に投資を行なった場

合、その年はつみたてNISAで新規に投資を行なうことはできません。●一旦どちらかを選択して投資を行なうと、翌年以降もその選択が自動的に継続されます。変更する場合は、所定の手続きが必要

です。●その年の非課税投資枠を利用していなければ選択は変更できますが、当年分の利用については、9月末までに金融機関において手続きを完了する必要がありますのでご注意ください。

〈つみたてNISAの対象となる商品について〉●つみたてNISAでは、積立契約（累積投資契約）に基づく定期かつ継続的な買付けが前提となります。契約内容や取扱う金融商品等は金融機

関によって異なります。●つみたてNISAの対象は、つみたてNISA用の公募株式投資信託と上場株式投資信託（投資対象資産が株式のETF（上場投資信託））です。国債、社債、公社債投

資信託、個別株式、REIT（上場不動産投資信託）ETN（上場投資証券）、投資対象資産が株式以外のETF等は対象外です。●つみたてNISA用のファンドとは、金融庁の定める要件を満た

し、金融庁への届出を済ませた商品のことです。要件には、信託期間が無期限または20年以上であること､毎月分配型でないこと、販売・解約手数料率や信託報酬率等の上限、などがありま

す。●つみたてNISAでは、投資したファンドの信託報酬等の概算値が、原則として年1回お客様へ通知されます。●対象年齢は投資を開始する年の1月1日現在●つみたてNISAで取扱うファ

ンドラインアップは金融機関によって異なります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。

令和5年度税制改正の大綱によると、現行のNISAは2023年末に終了し、2024年から新しいNISAが始まります。ジュニアNISAは2023年で終了します。

〈NISAの非課税投資枠について〉●ファンドを売却した場合、購入する際に使用した非課税投資枠を利用した再投資はできません。●使用しなかった非課税投資枠は、翌年以降に繰り越すこ

とはできません。

〈NISA口座での損失について〉●NISA口座での損失は、課税口座で保有するファンドの売却益や分配金等との損益通算や繰越控除はできません。

〈NISAの非課税期間終了時について、非課税期間終了後の課税について〉●NISA口座から課税口座へ移管する場合、ファンドの取得価額は、その時点の時価となります。

〈NISA口座での分配金について〉●ファンドの分配金の再投資分は、その年の非課税投資枠を利用することとなります。●ファンドの分配金のうち、元本払戻金（特別分配金）は非課税であ

り、 NISAによるメリットを享受できるものではありません。

〈NISA口座の開設について〉●NISA口座は、同一年においておひとりさま1口座開設できます。

（注）2015年1月1日以降は、一定の手続きのもと、年単位で金融機関を変更することができるようになりました。ただし、NISA口座で既に上場株式等を購入している場合（再投資を含む）、その

年は金融機関の変更ができません。

●課税口座で既に保有しているファンドをNISA口座に移すことはできません。●対象年齢は投資を開始する年の1月1日現在●NISAで取扱うファンドラインアップは金融機関によって異なりま

す。詳しくは販売会社にお問い合わせください。

つみたてNISAのご利用にあたってのご留意点 NISA制度のご利用にあたってのご留意点

お知らせ 2024年から新NISAはどう変わる?

2024年以降の新しいNISAの概要 2023年までのNISA制度の概要（現行）

非課税期間が「無期限化」
現行制度は一般NISAが5年（ロールオーバーの一部期間延長を除く）、

つみたてNISAが20年と、非課税期間が限られていましたが、新NISAでは無期限になります。

生涯非課税限度額が「1,800万円」
新NISAでは新たに買付金額ベースで最大1,800万円の生涯非課税限度額が設定され、

売却した場合は買付金額分の枠が翌年復活します。

年間投資枠 120万円 240万円

非課税保有期間 無期限化 無期限化

1,800万円（注1）

1,200万円（内数）

恒久化 恒久化

積立・分散投資に適した
一定の投資信託（注2）

上場株式・投資信託等（注3）

18歳以上 18歳以上

2023年末までに現行の一般NISA及びつみたてNISA制度において投資した

商品は、新しい制度の外枠で、現行制度における非課税措置を適用（注4）

非課税保有限度額
（総枠）

口座開設期間

投資対象商品

対象年齢

現行制度との関係

成長投資枠つみたて投資枠

（注1）簿価残高方式で管理（枠の再利用が可能）

（注2）現行のつみたてNISA対象商品と同様

（注3）①整理・監理銘柄 ②信託期間 20年未満、高レバレッジ型及び毎月分配型の投資信託等を除外

（注4）現行制度から新しい制度へのロールオーバーは不可

つみたてNISA

年間投資枠 40万円（定期継続買付）

非課税保有期間 20年間（最長2042年末まで）

最大800万円

2023年まで

積立・分散投資に適した

一定の投資信託

18歳以上

非課税投資総額

口座開設期間

投資対象商品

対象年齢

併用不可 併用不可併用可

制度の使える期間が「恒久化｣
現行制度の非課税保有期間は一般NISAが2027年末、つみたてNISAが2042年末でしたが、

新NISAでは恒久化され、より長期的な目線で投資が可能になります。

年間投資枠が「増加・併用可能｣
現行制度は一般NISA（年120万円）とつみたてNISA（年40万円）のどちらかを選択する必要がありました。

新NISAは成長投資枠（年240万円）とつみたて投資枠（120万円）が併用可能で、

年360万円まで投資することができます。

ポイント

1

ポイント

2

ポイント

3

ポイント

4

制度の使える期間が「恒久化｣

新NISAでは恒久化され、より長期的な目線で投資が可能になります。

新NISAは成長投資枠（年240万円）とつみたて投資枠（120万円）が併用可能で、新NISAは成長投資枠（年240万円）とつみたて投資枠（120万円）が併用可能で、

年360万円まで投資することができます。

新NISAは成長投資枠（年240万円）とつみたて投資枠（120万円）が併用可能で、

つみたてNISAが20年と、非課税期間が限られていましたが、新NISAでは無期限になります。

1,800万円の生涯非課税限度額が設定され、800万円の生涯非課税限度額が設定され、

年間投資枠が「増加・併用可能｣ 生涯非課税限度額が「1,800万円」

非課税期間が「無期限化」

※下記は現行のNISA制度のご留意点です。2024年以降、新しいNISAに変更されます。今後変更となる可能性があります。


